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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  脳障害による麻痺腕の動作をアシストするリハビリ装置であって、
  健常腕が前記麻痺腕をアシストするアシスト動作を検出する検出部と、
  前記麻痺腕に屈伸動作を行わせるアシスト部と、
  前記検出部によるアシスト動作の検出によって、前記アシスト部の動作タイミング、動
作速度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を調整する調整部と、
  前記調整部によって調整された動作タイミング、動作速度、又は屈曲負荷若しくは伸展
負荷によって前記アシスト部を動作させる制御部と
  を備えたことを特徴とするリハビリ装置。
【請求項２】
  前記検出部は、前記健常腕の手で前記麻痺腕の前腕又は前記麻痺腕の手を支えることを
検出することを特徴とする請求項１に記載のリハビリ装置。
【請求項３】
  前記検出部は、前記健常腕の前記手に装着する第１の装着具と、前記麻痺腕の前記前腕
又は前記麻痺腕の前記手に装着する第２の装着具とからなり、
  前記第１の装着具が前記第２の装着具に接触又は前記第１の装着具が前記第２の装着具
を押圧することで検出を行うことを特徴とする請求項２に記載のリハビリ装置。
【請求項４】
  前記麻痺腕の筋電位を検出する筋電センサと、
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  前記筋電センサで前記筋電位が検出されたことを知らせる出力部と
  を備えたことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載のリハビリ装置。
【請求項５】
  前記アシスト部は、筋電刺激装置であり、
  前記筋電刺激装置は、前記筋電センサで検出した前記筋電位又は前記筋電センサで検出
した前記筋電位に基づき計算された筋シナジに応じて刺激することを特徴とする請求項４
に記載のリハビリ装置。
【請求項６】
  前記出力部では、前記筋電センサでの前記筋電位の検出又は前記筋電センサで検出した
前記筋電位に基づき計算された筋シナジによって、前記麻痺腕が動く映像を表示すること
を特徴とする請求項４又は請求項５に記載のリハビリ装置。
【請求項７】
  前記出力部では、前記筋電センサで検出した前記筋電位又は前記筋電センサで検出した
前記筋電位に基づき計算された筋シナジと、前記麻痺腕が動く映像とを重ね合わせて、頭
部装着ディスプレイを通じて表示することを特徴とする請求項４又は請求項５に記載のリ
ハビリ装置。
【請求項８】
  前記調整部では、前記筋電センサでの前記筋電位の検出又は前記筋電センサで検出した
前記筋電位に基づき計算された筋シナジによって、前記アシスト部の前記動作タイミング
、前記動作速度、又は前記屈曲負荷若しくは前記伸展負荷を調整することを特徴とする請
求項４から請求項７のいずれかに記載のリハビリ装置。
【請求項９】
  前記調整部では、前記健常腕又は健常者の腕での筋電位又は筋シナジをモデル入力とし
て生成した目標値と、前記筋電センサでの前記筋電位の検出値又は前記筋電センサで検出
した前記筋電位に基づき計算された筋シナジとの比較によって、前記アシスト部の前記動
作タイミング、前記動作速度、又は前記屈曲負荷若しくは前記伸展負荷を調整することを
特徴とする請求項４から請求項７のいずれかに記載のリハビリ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、脳卒中等の脳障害による麻痺腕の動作をアシストするリハビリ装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　脳卒中患者は、片側の腕や足が麻痺する場合が多い。麻痺した腕や足を動かすには、脳
と筋肉が正常に活動する必要がある。
　このような半身麻痺の患者は、自らの意思により筋電を発生させる過程がリハビリにお
いて重要となる。
　特許文献１の装置では、人体の筋肉活動により生じる筋電を検出する筋電位検出手段を
有し、この筋電位検出手段で検出した情報を表示部で表示することで、患者自身の動作に
よって身体を動かしたことを認識させている。
　また、特許文献２の装置では、筋肉に対応させて筋電位センサを設け、筋電位センサに
対応させたインジケータを人型アイコンとして表示することで、各部の筋肉の状態を把握
することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２２９０１５号公報
【特許文献２】特開２００３－３３９９０８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　全く動かない麻痺腕では筋電が発生しない。また、全く動かない麻痺腕では、外部補助
によって麻痺腕を動かしても筋電は発生しない。
　しかし、本発明者らは、外部補助によっては筋電が発生しない麻痺腕であっても、自ら
の健常腕で麻痺腕をサポートすると、筋電が発生する事象を見出した。
【０００５】
　そこで本発明は、特に筋電が発生しない麻痺腕に対して筋電を発生させ、リハビリ効果
を高めることができるリハビリ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  本発明のリハビリ装置は、脳障害による麻痺腕の動作をアシストするリハビリ装置であ
って、健常腕が前記麻痺腕をアシストするアシスト動作を検出する検出部と、前記麻痺腕
に屈伸動作を行わせるアシスト部と、前記検出部によるアシスト動作の検出によって、前
記アシスト部の動作タイミング、動作速度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を調整する調
整部と、前記調整部によって調整された動作タイミング、動作速度、又は屈曲負荷若しく
は伸展負荷によって前記アシスト部を動作させる制御部とを備えたことを特徴とする。
  また、本発明のリハビリ装置において、前記検出部は、前記健常腕の手で前記麻痺腕の
前腕又は前記麻痺腕の手を支えることを検出することができる。
  また、本発明のリハビリ装置において、前記検出部は、前記健常腕の前記手に装着する
第１の装着具と、前記麻痺腕の前記前腕又は前記麻痺腕の前記手に装着する第２の装着具
とからなり、前記第１の装着具が前記第２の装着具に接触又は前記第１の装着具が前記第
２の装着具を押圧することで検出を行うことができる。
  また、本発明のリハビリ装置において、前記麻痺腕の筋電位を検出する筋電センサと、
前記筋電センサで前記筋電位が検出されたことを知らせる出力部とを備えることができる
。
  また、本発明のリハビリ装置において、前記アシスト部は、筋電刺激装置であり、前記
筋電刺激装置は、前記筋電センサで検出した前記筋電位又は前記筋電センサで検出した前
記筋電位に基づき計算された筋シナジに応じて刺激することができる。
  また、本発明のリハビリ装置において、前記出力部では、前記筋電センサでの前記筋電
位の検出又は前記筋電センサで検出した前記筋電位に基づき計算された筋シナジによって
、前記麻痺腕が動く映像を表示することができる。
  また、本発明のリハビリ装置において、前記出力部では、前記筋電センサで検出した前
記筋電位又は前記筋電センサで検出した前記筋電位に基づき計算された筋シナジと、前記
麻痺腕が動く映像とを重ね合わせて、頭部装着ディスプレイを通じて表示することができ
る。
  また、本発明のリハビリ装置において、前記調整部では、前記筋電センサでの前記筋電
位の検出又は前記筋電センサで検出した前記筋電位に基づき計算された筋シナジによって
、前記アシスト部の前記動作タイミング、前記動作速度、又は前記屈曲負荷若しくは前記
伸展負荷を調整することができる。
  また、本発明のリハビリ装置において、前記調整部では、前記健常腕又は健常者の腕で
の筋電位又は筋シナジをモデル入力として生成した目標値と、前記筋電センサでの前記筋
電位の検出値又は前記筋電センサで検出した前記筋電位に基づき計算された筋シナジとの
比較によって、前記アシスト部の前記動作タイミング、前記動作速度、又は前記屈曲負荷
若しくは前記伸展負荷を調整することができる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、特に筋電が発生しない麻痺腕に対して筋電を発生させ、リハビリ効果
を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
【図１】本発明の一実施例によるリハビリ装置を実現するためのブロック図
【図２】本発明の他の実施例によるリハビリ装置を実現するためのブロック図
【図３】ある振舞いについてシナジ数nで計算された類似度Lを示すグラフ
【図４】実験例を示す特性図
【図５】実験例を示す特性図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の第１の実施の形態によるリハビリ装置は、健常腕が麻痺腕をアシストするアシ
スト動作を検出する検出部と、麻痺腕に屈伸動作を行わせるアシスト部と、検出部による
アシスト動作の検出によって、アシスト部の動作タイミング、動作速度、又は屈曲負荷若
しくは伸展負荷を調整する調整部と、調整部によって調整された動作タイミング、動作速
度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷によってアシスト部を動作させる制御部とを備えたも
のである。本実施の形態によれば、健常腕が麻痺腕をアシストすることをトリガーとして
、動作タイミング、動作速度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を調整するため、セルフサ
ポートによる筋電を発生しやすく、リハビリ効果を高めることができる。
【００１０】
　本発明の第２の実施の形態は、第１の実施の形態におけるリハビリ装置において、検出
部は、健常腕の手で麻痺腕の前腕又は麻痺腕の手を支えることを検出するものである。本
実施の形態によれば、ボディーイメージを想起しやすい状態を覚えさせることで、セルフ
サポートの効果が高まる。
【００１１】
　本発明の第３の実施の形態は、第２の実施の形態におけるリハビリ装置において、検出
部は、健常腕の手に装着する第１の装着具と、麻痺腕の前腕又は麻痺腕の手に装着する第
２の装着具とからなり、第１の装着具が第２の装着具に接触又は第１の装着具が第２の装
着具を押圧することで検出を行うものである。本実施の形態によれば、確実なセルフサポ
ートを行わせることができる。
【００１２】
　本発明の第４の実施の形態は、第１から第３のいずれかの実施の形態におけるリハビリ
装置において、麻痺腕の筋電位を検出する筋電センサと、筋電センサで筋電位が検出され
たことを知らせる出力部とを備えたものである。本実施の形態によれば、麻痺腕での筋電
位の検出を知らせることで、リハビリを促進することができる。
【００１３】
　本発明の第５の実施の形態は、第４の実施の形態におけるリハビリ装置において、アシ
スト部は、筋電刺激装置であり、筋電刺激装置は、筋電センサで検出した筋電位又は筋電
センサで検出した筋電位に基づき計算された筋シナジに応じて刺激するものである。本実
施の形態によれば、アシスト部の制御精度及び応答速度を、機械的なアシスト部と比べて
向上させすることができる。
【００１４】
　本発明の第６の実施の形態は、第４又は第５の実施の形態におけるリハビリ装置におい
て、出力部では、筋電センサでの筋電位又は筋電センサで検出した筋電位に基づき計算さ
れた筋シナジの検出によって、麻痺腕が動く映像を表示するものである。本実施の形態に
よれば、視覚効果によって更にリハビリを促進することができる。
【００１５】
　本発明の第７の実施の形態は、第４又は第５の実施の形態におけるリハビリ装置におい
て、出力部では、筋電センサで検出した筋電位又は筋電センサで検出した筋電位に基づき
計算された筋シナジと、麻痺腕が動く映像とを重ね合わせて、頭部装着ディスプレイを通
じて表示するものである。本実施の形態によれば、患者は拡張現実に没頭することができ
、視覚効果によって更にリハビリを促進することができる。
【００１６】
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　本発明の第８の実施の形態は、第４から第７のいずれかの実施の形態におけるリハビリ
装置において、調整部では、筋電センサでの筋電位の検出又は前記筋電センサで検出した
前記筋電位に基づき計算された筋シナジによって、アシスト部の動作タイミング、動作速
度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を調整するものである。本実施の形態によれば、麻痺
腕での実際の筋電位の検出で、アシスト部の動作タイミング、動作速度、又は屈曲負荷若
しくは伸展負荷を調整することで、筋電を発生しやすく、リハビリ効果を高めることがで
きる。
【００１７】
　本発明の第９の実施の形態は、第４から第７のいずれかの実施の形態におけるリハビリ
装置において、調整部では、健常腕又は健常者の腕での筋電位又は筋シナジをモデル入力
として生成した目標値と、筋電センサでの筋電位の検出値又は前記筋電センサで検出した
前記筋電位に基づき計算された筋シナジとの比較によって、アシスト部の動作タイミング
、動作速度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を調整するものである。本実施の形態によれ
ば、回復度に応じたアシストを行うことができる。
【実施例】
【００１８】
  図１は、本発明の一実施例によるリハビリ装置を実現するためのブロック図である。
  本発明の一実施例によるリハビリ装置は、脳卒中等の脳障害による麻痺腕の動作をアシ
ストするリハビリ装置であり、健常腕が麻痺腕をアシストするアシスト動作を検出する検
出部１０と、麻痺腕に屈伸動作を行わせるアシスト部２０と、検出部１０によるアシスト
動作の検出によって、アシスト部２０の動作タイミング、動作速度、又は屈曲負荷若しく
は伸展負荷を調整する調整部３０と、調整部３０によって調整された動作タイミング、動
作速度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷によってアシスト部２０を動作させる制御部４０
とを備えている。
【００１９】
　検出部１０は、健常腕の手で麻痺腕の前腕又は麻痺腕の手を支えること、つまりアシス
トする動き（アシスト動作）を検出する。図１では、検出部１０として、健常腕の手に装
着する第１の装着具１１と、麻痺腕の前腕又は麻痺腕の手に装着する第２の装着具１２と
を有し、検出部１０は、第１の装着具１１が第２の装着具１２に接触又は第１の装着具１
１が第２の装着具１２を押圧する時を、アシスト動作の検出とする。例えば、第１の装着
具１１は、第１の電極を備えたグローブで構成し、第２の装着具１２は、第２の電極を備
えたグローブで構成し、第１の電極と第２の電極との接触によって、健常腕が麻痺腕をア
シストする動きの検出とすることができる。また、第１の装着具１１は、第１の押圧スイ
ッチを備えたグローブで構成し、第２の装着具１２は、第２の押圧スイッチを備えたグロ
ーブで構成し、検出部１０は、第１の押圧スイッチ及び第２の押圧スイッチが押圧された
時を、健常腕が麻痺腕をアシストする動きの検出とすることができる。なお、検出部１０
は、接触又は押圧によるＯＮ／ＯＦＦ時をアシスト動作の検出とするだけではなく、押圧
値を検出するものであってもよい。
　なお、検出部１０は、モーションキャプチャによるものであってもよい。
　アシスト部２０は、上腕に対して前腕を屈曲動作又は伸展動作させるアクチュエータで
ある。
【００２０】
　調整部３０では、検出部１０で健常腕によるアシスト動作を検出するとアシスト部２０
の動作をスタートさせる。アシスト部２０の動作をスタートさせることで、健常腕による
サポートをアシストして、ボディーイメージを想起させることができる。また、調整部３
０では、検出部１０で健常腕によるアシスト動作を検出するとアシスト部２０の動作速度
を増加する。アシスト部２０の動作速度を増加することで、健常腕によるサポートをアシ
ストして、ボディーイメージを想起させることができる。逆に、調整部３０では、検出部
１０で健常腕によるアシスト動作を検出するとアシスト部２０の動作速度を低下させても
よい。アシスト部２０の動作速度を低下させることで、健常腕でのサポート力を高めさせ
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、ボディーイメージを想起させることができる。また、調整部３０では、検出部１０で健
常腕によるアシスト動作を検出するとアシスト部２０の屈曲負荷若しくは伸展負荷を低下
させる。アシスト部２０の屈曲負荷若しくは伸展負荷を低下させることで、健常腕による
サポートをアシストして、ボディーイメージを想起させることができる。逆に、調整部３
０では、検出部１０で健常腕によるアシスト動作を検出するとアシスト部２０の屈曲負荷
若しくは伸展負荷を高めてもよい。アシスト部２０の屈曲負荷若しくは伸展負荷を高める
ことで、健常腕でのサポート力を高めさせ、ボディーイメージを想起させることができる
。
　このように、調整部３０では、アシスト部２０の動作タイミング、動作速度、又は屈曲
負荷若しくは伸展負荷の少なくともいずれかを調整するが、これらを組み合わせて調整し
てもよい。
【００２１】
　検出部１０が押圧値を検出する場合には、押圧値の大きさに応じてアシスト部２０の動
作タイミング、動作速度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を変化させることができる。
　このように、本実施例によるリハビリ装置は、健常腕が麻痺腕をアシストすることをト
リガーとして、動作タイミング、動作速度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を調整するこ
とで、セルフサポートによる筋電を発生しやすく、リハビリ効果を高めることができる。
【００２２】
　本実施例によるリハビリ装置は、更に、麻痺腕の上腕二頭筋又は上腕三頭筋などの筋電
位を検出する筋電センサ５０と、筋電センサ５０で筋電位が検出されたことを知らせる出
力部６０とを備えている。麻痺腕での筋電位の検出を知らせることで、リハビリを促進す
ることができる。
　筋電センサ５０は、例えば測定対象の筋肉に複数の電極を装着し、リファレンス電極バ
ンドと電源を接続して筋肉の活動量波形を測定するセンサを用いることができる。
　出力部６０は、例えば表示手段を用い、筋電センサ５０での筋電位の検出によって、麻
痺腕が動く映像を表示する。表示手段によって麻痺腕が動く映像を表示することで、視覚
効果によって更にリハビリを促進することができる。麻痺腕が動く映像は、健常腕の動作
を撮像し、撮像した健常腕の動作データを反転させて作成するか、コンピュータグラフィ
ックで作成することもできる。また表示手段では、筋電値の大きさに応じて大きさが変化
する表示としてもよい。また、出力部６０は、表示の他に音を出力してもよい。
　調整部３０では、筋電センサ５０での筋電位の検出によって、アシスト部２０の動作タ
イミング、動作速度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を調整することもできる。麻痺腕で
の実際の筋電位の検出で、アシスト部２０の動作タイミング、動作速度、又は屈曲負荷若
しくは伸展負荷を調整することで、筋電を発生しやすく、リハビリ効果を高めることがで
きる。
【００２３】
　調整部３０では、筋電センサ５０での筋電位を検出するとアシスト部２０の動作をスタ
ートさせる。アシスト部２０の動作をスタートさせることで、実際の筋電位の発生を認識
でき、リハビリ効果を高めることができる。また、調整部３０では、筋電センサ５０での
筋電位を検出するとアシスト部２０の動作速度を増加する。アシスト部２０の動作速度を
増加することで、実際の筋電位の発生を認識でき、リハビリ効果を高めることができる。
逆に、調整部３０では、筋電センサ５０での筋電位を検出するとアシスト部２０の動作速
度を低下させてもよい。アシスト部２０の動作速度を低下させることで、実際の筋電位の
発生を認識でき、リハビリ効果を高めることができる。また、調整部３０では、筋電セン
サ５０での筋電位を検出するとアシスト部２０の屈曲負荷若しくは伸展負荷を低下させる
。アシスト部２０の屈曲負荷若しくは伸展負荷を低下させることで、実際の筋電位の発生
を認識でき、リハビリ効果を高めることができる。逆に、調整部３０では、筋電センサ５
０での筋電位を検出するとアシスト部２０の屈曲負荷若しくは伸展負荷を高めてもよい。
アシスト部２０の屈曲負荷若しくは伸展負荷を高めることで、実際の筋電位の発生を認識
でき、リハビリ効果を高めることができる。
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【００２４】
　筋電センサ５０での筋電位の検出により行われる調整部３０での調整は、検出部１０に
より検出されるアシスト動作の調整とともに行う。
　調整部３０では、検出部１０でのアシスト動作の検出と、筋電センサ５０での筋電位の
検出との双方によってアシスト部２０の動作をスタートさせることができる。また、調整
部３０では、検出部１０でのアシスト動作の検出か、筋電センサ５０での筋電位の検出の
いずれかによってアシスト部２０の動作をスタートさせてもよい。
　また、調整部３０では、検出部１０でのアシスト動作の検出によってアシスト部２０の
動作をスタートさせ、筋電センサ５０での筋電位の検出によってアシスト部２０の動作速
度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を調整してもよい。
　また、調整部３０では、検出部１０でのアシスト動作の検出と筋電センサ５０での筋電
位の検出との双方によってアシスト部２０の動作速度を増加、又は動作速度を低下させる
。また、調整部３０では、検出部１０でのアシスト動作の検出か、筋電センサ５０での筋
電位の検出のいずれかによってアシスト部２０の動作速度を増加、又は動作速度を低下さ
せてもよい。
　また、調整部３０では、検出部１０でのアシスト動作の検出によってアシスト部２０の
動作速度を増加、又は動作速度を低下させ、筋電センサ５０での筋電位の検出によって屈
曲負荷若しくは伸展負荷を調整してもよい。
　また、調整部３０では、検出部１０でのアシスト動作の検出と筋電センサ５０での筋電
位の検出との双方によってアシスト部２０の屈曲負荷若しくは伸展負荷を低下させ、又は
屈曲負荷若しくは伸展負荷を高める。また、調整部３０では、検出部１０でのアシスト動
作の検出か、筋電センサ５０での筋電位の検出のいずれかによってアシスト部２０の屈曲
負荷若しくは伸展負荷を低下させ、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を高めてもよい。
　また、調整部３０では、検出部１０でのアシスト動作の検出によってアシスト部２０の
屈曲負荷若しくは伸展負荷を低下させ、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を高め、筋電セン
サ５０での筋電位の検出によってアシスト部２０の動作速度を調整してもよい。
【００２５】
　なお、筋電センサ５０での筋電位の検出により行われる調整部３０での調整は、検出部
１０により検出されるアシスト動作の調整に代えて行ってもよい。
　また、調整部３０では、健常腕での筋電位をモデル入力として生成した目標値と、筋電
センサ５０での筋電位の検出値との比較によって、アシスト部２０の動作タイミング、動
作速度、又は屈曲負荷若しくは伸展負荷を調整することで、回復度に応じたアシスト部２
０でのアシストを行うことができる。なお、目標値は、健常腕での筋電位に代えて、理想
状態とする健常者の筋電位をモデル入力として生成してもよい。
【００２６】
　図２は、本発明の他の実施例によるリハビリ装置を実現するためのブロック図である。
なお、ここでは上記実施例と相違する構成だけを説明する。また、同一機能部には同一符
号を付して説明を省略する。
　本実施例においては、アシスト部２０は、アクチュエータの代わりに筋電刺激装置を用
いる。また、筋電センサ５０で検出した筋電位に基づき筋シナジを計算する筋シナジ計算
部８０を有する。筋電刺激装置は、筋シナジ計算部８０の計算結果に応じて電気的刺激を
与え、上腕に対して前腕を屈曲動作又は伸展動作させる。
　ここで、筋シナジとは、人間が１つの振舞いをしたり、１つ以上の振舞いからなるタス
クをしたりする際には、複数の筋肉が冗長性を持ちながら協働して働く現象の表現形式で
ある。本実施例においては、調整部３０では、筋電センサ５０で検出した筋電位に基づき
計算された筋シナジによって、アシスト部２０の動作タイミング、動作速度、又は屈曲負
荷若しくは伸展負荷を調整することもできる。また、調整部３０では、健常腕での筋シナ
ジをモデル入力として生成した目標値と、筋電センサ５０で検出した筋電位に基づき計算
された筋シナジとの比較によって、アシスト部２０の動作タイミング、動作速度、又は屈
曲負荷若しくは伸展負荷を調整することで、回復度に応じたアシスト部２０でのアシスト



(8) JP 6296494 B2 2018.3.20

10

20

30

40

50

を行うこともできる。なお、目標値は、健常腕での筋シナジに代えて、理想状態とする健
常者の筋シナジをモデル入力として生成してもよい。
　また、本実施例においては、出力部６０では、筋電センサ５０で検出した筋電位又は筋
電センサ５０で検出した筋電センサで検出した筋電位に基づく筋シナジと、麻痺腕が動く
映像とを重ね合わせて、頭部装着ディスプレイを通じて表示する。なお、頭部装着ディス
プレイは、例えばヘッドマウントディスプレイを用いることができる。頭部装着ディスプ
レイは、頭部の角度を検出する角度センサ７０を有し、出力部６０は、角度センサ７０で
検出した頭部角度に応じた映像（拡張現実）を頭部装着ディスプレイに表示する。
　このように、患者に頭部装着ディスプレイを装着し、筋電位又は筋シナジに応じてコン
ピュータグラフィックで作成した腕と患者の実際の腕とを重ね合わせて表示することで、
患者は拡張現実に没頭することができ、リハビリの効果が高まる。なお、筋シナジの大き
さを肌の色や像に変換して患者の腕に投影してもよい。なお、拡張現実を表示するときは
、アシスト部２０は表示せず、あたかも患者の腕だけで動いているような映像を表示する
ことで、患者は拡張現実により没頭することができ、リハビリの効果がより高まる。
【００２７】
　ここで、筋シナジの計算についてより詳細に説明する。
　まず、筋電センサ５０は、ある振舞いを患者がした間の筋肉1，2，...，mの筋電位の時
系列を取得する。本実施例では、患者の体のm箇所の筋電位を測定する。筋電位を測定す
べき箇所は、訓練を行う部位（たとえば右手）の振舞い（たとえば右手の曲げ伸ばし）に
関わる筋肉である。
【００２８】
　測定は、一定の時間間隔で、１つの振舞いが開始されてから終了するまで行われる。i
番目の筋肉のj番目の時点における筋電位の値は、筋電位行列Mのi行j列の要素M[i,j]に格
納される。すなわち、
筋肉1の筋電位の時系列からなる横ベクトルM(1)と、
筋肉2の筋電位の時系列からなる横ベクトルM(2)と、…、
筋肉mの筋電位の時系列からなる横ベクトルM(m)と、
を縦に並べたものが、筋電位行列Mである。
【００２９】
　したがって、筋電位行列Mの行数は、mである。また、筋電位行列Mの列数は測定の時間
長、すなわち、振舞いの時間長と、当該振舞いの間の測定頻度、測定間隔によって変わる
。
【００３０】
　このようにして、筋電位行列Mが取得されると、筋シナジ計算部８０は、
　　M = WC+E
が成立するように、筋シナジ行列W、制御行列C、誤差行列Eを計算する。この際には、non
-negative matrix factorizationが使用される。
【００３１】
　以下、理解を容易にするため、添字kを適宜省略して説明する。
【００３２】
　さて、non-negative matrix factorizationでは、誤差度を最小化、あるいは、類似度L
を最大化する。
【００３３】
　ここで、筋電位行列Mの列数、制御行列Cの列数、誤差行列Eの列数がいずれもtであると
し、筋電位行列Mの行数、筋シナジ行列Wの行数、誤差行列Eの行数がいずれもmであるとし
、筋シナジ行列Wの列数、制御行列Cの行数がいずれもnであるとすると、類似度Lは、以下
のように定義できる。
　　L = 1 - 1/m × Σi=1

m √〔Σj=1
t E[i,j]2〕/√〔Σj=1

t (WC)[i,j]2〕
【００３４】
　ここで、nは、シナジ数を表す数値である。一般に、nを大きくすれば、Lも大きくなる
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が、適切なnの大きさも、non-negative matrix factorizationを適宜用いることで、以下
のように定めることができる。
【００３５】
　一般に、non-negative matrix factorizationにおいては、類似度Lが７０％以上となる
ようなシナジ数nを選択することが望ましいとされている。一方で、シナジ数nが大きすぎ
ると、計算負荷が高まるほか、過適応が生じて、かえって適切な処理ができなくなる。
【００３６】
　そこで、以下のような手法を用いる。
【００３７】
　すなわち、n = 1，2，3，4，...のそれぞれについて、上記の類似度Lを計算する。
【００３８】
　図３は、ある振舞いについてシナジ数nで計算された類似度Lを示すグラフである。以下
、本図を参照して説明する。
【００３９】
　本図の横軸Number of synergies nは、シナジ数nを表し、縦軸Similarity L(%)は、類
似度Lを表す。本図に示すように、シナジ数nが大きくなると、類似度Lも大きくなってい
くが、シナジ数nが５程度で、増加の度合が飽和しており、しかも７０％以上となってい
ることがわかる。したがって、飽和し始めの前後の数値、たとえば、４、５あるいは６を
、以降の計算を行うためのシナジ数nとして採用することができる。
【００４０】
　シナジ数nは、各患者ごとに異なる値としても良いし、人間がある振舞いを行う際のシ
ナジ数に大きな差はないと考えられるので、全患者に共通する値としても良い。後者の場
合には、あらかじめ実験的に何人かの患者に振舞いをさせ、適当なnの値をnon-negative 
matrix factorizationにより定めてから、以降は、これで定めたnの値を他の患者に対し
ても、そのまま用いる。
【００４１】
　このモデルでは、患者の中枢神経がn個の制御用信号C(1)，C(2)，...，C(n)をm個の筋
肉に与えると、筋肉1は、筋電位W C(1)を満たすように動こうとし、筋肉2は、筋電位W C(
2)を満たすように動こうとし、...、筋肉mは、筋電位W C(m)を満たすように動こうとする
、と想定している。　
【００４２】
　図４及び図５は、実験例を示す特性図である。
　本実験は、麻痺腕である右腕が全く動かない半身麻痺の患者を被験者としている。
　図４（ａ）は外部補助によって麻痺腕を動作させた時の筋電位の特性図、図４（ｂ）は
セルフサポート、すなわち健常腕で麻痺腕を動作させた時の筋電位の特性図である。
　図４（ａ）では筋電が発生していないが、図４（ｂ）では明らかに筋電が発生している
ことが分かる。
【００４３】
　図５は、セルフサポートによるリハビリを約２ヶ月行った同被験者の筋電位の特性図で
ある。
　図５では、サポート無しで麻痺腕を動作させようとした時間をＴ１、外部補助によって
麻痺腕を動作させた時間をＴ２、セルフサポートによって健常腕で麻痺腕を動作させた時
間をＴ３で示している。
　時間Ｔ１では、筋電は発生していないが、時間Ｔ２では筋電が発生している。このよう
に、セルフサポートによるリハビリを行うことで、外部補助によっても筋電が発生するよ
うになっている。
　なお、時間Ｔ３に示すように、セルフサポートによって健常腕で麻痺腕を動作させると
、外部補助による場合よりも大きな筋電値が発生していることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
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　本発明によれば、全く動かない麻痺腕に対して筋電を発生させることができる。
【符号の説明】
【００４５】
　　１０　検出部
　　１１　第１の装着具
　　１２　第２の装着具
　　２０　アシスト部
　　３０　調整部
　　４０　制御部
　　５０　筋電センサ
　　６０　出力部
　　７０　角度センサ
　　８０　筋シナジ計算部

【図１】 【図２】

【図３】
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